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令和４年度 玖珠町財政健全化判断比率及び 

資 金 不 足 比 率 の 審 査 意 見 に つ い て 

 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第３条第１項及び

第２２条第１項の規定による健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる

書類について審査した結果、別紙のとおり意見を付します。 
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令和４年度 玖珠町財政健全化判断比率審査意見書 

 

 

第１ 審査の種類 

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定に基

づく審査 

 

第２ 審査の対象 

  令和４年度 実質赤字比率 

  令和４年度 連結実質赤字比率 

  令和４年度 実質公債費比率 

  令和４年度 将来負担比率 

 

第３ 審査の期間及び場所 

  令和５年７月４日から同年８月２２日まで 

  監査委員事務局 監査事務室 

 

第４ 審査の方法 

   決算審査に当たっては、玖珠町監査基準に従い、審査に付された健全化判断比率及びその

算定の基礎となる事項を記載した書類について、関係法令に準拠し適正に算定されているか、

算出過程に誤りはないか及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されて

いるかを主眼として実施した。 

 

第５ 審査の結果 

  健全化判断比率 

   審査に付された下記の健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、

いずれも適正に作成されていることが認められた。 
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健全化判断比率の状況 

（単位：％） 

健全化判断比率 令和４年度 早期健全化基準 備   考 

① 実質赤字比率 △ 8.92  14.81  
比率は負の値であり、収支が黒 

字であることを示す。 

② 連結実質赤字比率 △ 19.10  19.81  
比率は負の値であり、収支が黒 

字であることを示す。 

③ 実質公債費比率 3.1  25.0  
  

  

④ 将来負担比率 △ 42.2  350.0  
比率は負の値であり、将来負担 

に赤字がでないことを示す。 

 

     ① 実質赤字比率について 

      一般会計等を対象とした実質赤字額（歳出総額が歳入総額を上回る場合の赤字額）

が標準財政規模に対してどの位の割合になるかを示す指標であり、令和４年度の実質

赤字比率は、前年度から引き続きマイナスとなっており、早期健全化基準の 14.81％と

比較すると、これを下回っている。 

 

     ② 連結実質赤字比率について 

      全会計（一般会計、特別会計、水道事業会計）の実質赤字額が、標準財政規模に対

してどの位の割合になるかを示す指標であり、令和４年度の連結実質赤字比率は、マ

イナスとなっており、早期健全化基準の 19.81％と比較すると、これを下回っている。 

 

     ③ 実質公債費比率について 

      一般会計等の負担する元利償還金及び準元利償還金（実質的な借入金などの年間返

済額）が、標準財政規模を基本とした額に対してどの位の割合になるかを示す指標で

あり、令和４年度の実質公債費比率は、3.1％となっており、早期健全化基準の 25.0％

と比較すると、これを下回っている。 

 

     ④ 将来負担比率について 

      一般会計等の将来負担すべき実質的な負債が、標準財政規模を基本とした額に対し

てどの位の割合になるかを示す指標であり、令和４年度の将来負担比率は、マイナス

となっており、早期健全化基準の 350.0％と比較すると、これを下回っている。 
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令和４年度 玖珠町資金不足比率審査意見書 

 

 

第１ 審査の種類 

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定に基

づく審査 

 

第２ 審査の対象 

  令和４年度 玖珠町簡易水道特別会計資金不足比率 

  令和４年度 玖珠町水道事業会計資金不足比率 

 

第３ 審査の期間及び場所 

  令和５年７月４日から同年８月２２日まで 

  監査委員事務局 監査事務室 

 

第４ 審査の方法 

   決算審査に当たっては、玖珠町監査基準に従い、審査に付された資金不足比率及びその算

定の基礎となる事項を記載した書類について、関係法令に準拠し適正に算定されているか、

算出過程に誤りはないか及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されて

いるかを主眼として実施した。 

 

第５ 審査の結果 

  資金不足比率 

   審査に付された下記の資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、い

ずれも適正に作成されていることが認められた。 
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資金不足比率の状況 

（単位：％） 

会計の名称 令和４年度 早期健全化基準 備   考 

① 簡易水道特別会計 ―  20.0   

② 水道事業会計 ―  20.0   

※資金不足比率の「－」の表示は、資金不足が発生していないことを示す。 

 

     ① 簡易水道特別会計について 

      前年度に引き続き資金不足は発生しておらず、当比率の算定上は良好な状態にある

と認められる。 

     ② 水道事業会計について 

      前年度に引き続き資金不足は発生しておらず、当比率の算定上は良好な状態にある

と認められる。 


